
 

 

 

 

 

令和６年度（２０２４年度） 

和光市特別養護老人ホーム事業者公募要項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年７月 

和光市健康部長寿あんしん課 
 



１ 公募の趣旨 

   本市では、令和６年度（２０２４年度）から令和８年度（２０２７年度）までを計

画期間とする「第９期和光市介護保険事業計画・高齢者保健福祉計画」（以下「第９期

計画」という。）に基づき、特別養護老人ホームの基盤整備を進めることとしています。 

   本公募は、質の高いサービスの提供体制の確立を目指し、より良いサービスを提供

できる事業者を適正かつ公平に選定するために行うものです。 

 

 

２ 公募概要 

 （１）整備数など 

サービス種類 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

整備数 １施設（８０床） 

公募圏域 市内全域 （注１） 

サービス提供形態 原則、ユニット施設とする （注２） 

整備予定年度 

令和８年度末までに整備を完了すること。 

なお、サービス提供開始に関しては、令和８年度末から令和

９年度当初までの間に開始すること。 

 

 （注１）公募圏域について、基本的には、同一サービスのない又は少ない日常生活圏域

に整備する計画を高く評価します。 

 

 （注２）施設（サービス提供形態）は、国がユニット型施設の整備を推進していること

を鑑みユニット型施設の整備を基本とします。ただし、従来型施設についても

利用者の動向など地域における状況を踏まえているものは、認めるものとしま

す。 

また、ユニット型施設と従来型施設の併用施設の整備計画については、併設施 

設とする理由等を明確に示した場合、認めるものとします。この場合、整備計画 

の提出書類については、１つの計画として提出をしていただきますが、一部の 

添付書類については、ユニット型部分と従来型部分に分けていただきますので、 

長寿あんしん課にご相談下さい。なお、選定された場合、設立認可、開設許可等 

については、それぞれ別施設としての手続きが必要となります。 

 

 （２）補助金 

    整備（施設及び設備）に関する補助金については、埼玉県の「特別養護老人ホー

ム等整備事業費県費補助金交付要綱」に基づき、県の承認及び予算の範囲内での補

助となります。 

   ※県の財政状況により、承認を受けていても交付されない場合があります。 

 

 



３ 応募要件 

   次の要件をすべて満たすこと。 

  〇社会福祉法人であること。（当該事業を２年以上の運営を行っている実績を有し、同 

一年に複数の介護保険施設を新たに整備しない法人であること） 

  〇介護保険法第７８条の２第４項及び第８６条第２項各号の規定に該当しないこと。 

  〇法人の役員等が暴力団による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第２条第６号に規定する暴力団員又は和光市暴力団排除条例（平成２４年条

例第２６号）第３条第２項に規定する暴力団関係者でないこと。 

  〇都市計画法、農地法、建築基準法、消防法、介護保険法、老人福祉法等の関係法令

を遵守し、関係法令に基づく基準等を満たす計画であること。 

  〇国税及び県税等を滞納していないこと。 

  〇会社更生法、民事更生法等により更生又は再生手続きを行っている法人でないこと。 

  〇過去に所轄庁の監査等において法人運営・施設運営等に関して重大な問題等を起こ 

していないこと。 

  〇応募事業者（運営法人）自らが開設し、指定を受けるものであること。 

  〇計画地については、用地が確実に確保できるとともに、法令等に基づき必要な許認 

可等が得られる用地であること。 

  〇住民説明会等を開催し、近隣住民に対し十分な説明をし、理解が得られていること。 

  〇施設建設、設備準備及び事業運営に必要な資金が十分にあり、長期継続して健全で 

安定したサービスの提供ができること。 

  〇介護を必要とする高齢者や認知症高齢者の様々なニーズにきめ細かく応えることが 

できる能力、意欲を有していること。 

  〇第９期計画期間中に整備ができること。 

  〇基本的には当該社会福祉法人所有の土地であること。（ただし、借地でも認められる 

場合があるので相談すること。） 

 

 ※その他、詳細については、「和光市特別養護老人ホーム設置の手引」を必ず確認してく 

ださい。 

 

 

４ 応募の手続き 

 （１）応募の受付期間 

    本公募への申込みを希望する事業者は、下記のとおり書類を提出してください。 

     ●受付期間 令和６年９月２日（月）～９月１１日（水） 

                         （土曜・日曜・祝日を除く） 

           午前８時３０分～午後４時３０分まで（時間厳守） 

      ※予め電話で予約の上、ご来庁ください。 

      ※郵送、FAX、電子メールによる書類の提出は受け付けません。 

     ●提出窓口 和光市健康部 長寿あんしん課 介護保険担当 

           和光市広沢１－５ 



           電話 ０４８－４６４－１１１１（内２１９７） 

 

 （２）提出部数 

    正本１部、副本１０部の合計１１部 

     ※副本は、正本をコピーしたもので可 

 

 （３）提出書類 

    ・「社会福祉法人設立認可等協議書」（様式第１号） 

・「社会福祉法人設立認可等協議書添付書類一覧」（様式第１号添付） 

・「老人福祉施設設立計画書」（様式第２-１号） 

・「老人福祉施設設立計画書提出確認表」（様式第２号-２）   

・他上記関連書類（様式第３号～様式第１０号他） 

 

    （「和光市特別養護老人ホーム設置の手引」を必ず確認してください。） 

（書類の様式は、和光市ホームページからダウンロードしてください。） 

 

５ 選定方法 

（１）書類審査 

    応募した事業者（以下「応募者」という。）から提出された書類に基づき、書類審 

査を行います。 

 （２）ヒアリング審査 

   書類審査後、応募者の代表等から施設の運営方針等についてヒアリングを行い、 

事業に対する考え方を総合的に評価する審査を行います。 

 （３）選定結果 

   選定結果については、応募者に対し文書で通知します。 

    選定結果に係る電話・文書等による問合せには応じません。なお、審査の結果、

選定事業者なしとする場合もあります。 

 

６ スケジュール 

・事前協議 令和６年７月～（事前に予約をお願いします） 

・応募受付 令和６年９月２日（月）～９月１１日（水） 

・書類審査  

・ヒアリング審査 ヒアリング審査 ９月２４日（予定） 

・審査会 ※日時は変更する場合があります。 

・設定結果通知 令和６年９月２８日（金）予定 

 

７ 留意事項 

・応募者は、４－（３）の提出書類の提出をもって、本要項に記載されている応募要件等

の公募内容を承諾したものとみなします。 

 ・提出書類に不足・不備がある場合は、受付・受理できませんので注意してください。 



 ・市の結果の後、埼玉県の審査（11月頃）があるため、追加書類等を求める場合があり   

ます。また、県審査の際にも、趣旨や内容等の説明が必要となります。 

 

８ 問合せ先 

  ※ 施設整備のご相談や書類の提出にあたっては、事前にご連絡をお願いします。 

  ※ ご相談について、事前に内容をメール・FAXでいただく場合もあります。 

 

   和光市役所健康部 長寿あんしん課 介護保険担当  

    電 話 ０４８－４６４－１１１１（内２１９７） 

    ＦＡＸ ０４８－４６６－１４６７ 

    E-mail ｄ０３００＠ｃｉｔｙ．ｗａｋｏ．ｌｇ．ｊｐ 

 

 

 

   


